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防
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委
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会
）

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨 

　

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
在
ラ
ト
ビ
ア
日
本
国
大
使
館
の
位
置
の
地
名
を
改
め
る
。 

二
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
基
準
額
を
改
定
す
る
。 

三
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
配
偶
者
手
当
の
見
直
し
を
行
う
。 

四
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
同
行
子
女
手
当
を
新
設
す
る
。 

五
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
外
単
身
赴
任
手
当
を
新
設
す
る
。 

六
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
国
内
の
留
守
宅
に
係
る
住
居
手
当
を
支
給
す
る
。 

七
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
子
女
教
育
手
当
の
う
ち
、
幼
稚
園
に
相
当
す
る
教
育
施
設
に
係
る
加
算
額
の
限
度

 

額
を
改
定
す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


